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第１ 農業経営の安定化

１ 農林漁業者等の軽油引取税の課税免除の特例（１KL当たり32,100円免除）の
適用期限を３年延長する。（軽油引取税）

【検討事項】
軽油引取税に係る課税免除措置の適用期限延長後の取扱いについては、地球

温暖化対策や燃料課税全体のあり方に関する議論もあることから、東日本大震
災からの復興状況、課税免除措置廃止による国民生活への影響、国・地方を通
じた財政事情等も勘案しつつ、引き続き検討する。

２ 農林漁業用輸入Ａ重油の免税措置及び同国産Ａ重油の還付措置（１KL当たり
2,040円）の適用期限を２年延長する。（石油石炭税）

３ 平成２４年度以降の農地に対する負担調整措置を存続する。（固定資産税・
都市計画税）

４ 農地に係る贈与税の納税猶予を適用している場合の貸付けの特例等を創設
する。（納税猶予の適用期間が10年以上、65歳未満は20年以上の場合）（贈与
税・不動産取得税）

５ 石油石炭税の上乗せ税率についての農林漁業用Ａ重油及び農林漁業用の軽油
の免税・還付措置を設ける。（石油石炭税）

６ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却（30％）又は税額の特別
控除（７％）の適用期限を２年延長する。（所得税・法人税）

【経産省等５省庁共管】

第２ 農林水産関連産業の振興

１ 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
に基づきバイオ燃料製造設備を新設した場合の課税標準の特例措置（３年間２分
の１控除）の適用期限を２年延長する。（固定資産税）

２ 公害防止関連施設（汚水等処理施設）の課税標準の特例（２／３控除）の適
用期限を２年延長する。（固定資産税）

【経産省等５省庁共管】

【検討事項】
金融証券税制については、投資リスクの軽減等を通じて一般の投資家が一層

投資しやすい環境を整えるため、平成26年に上場株式等の配当・譲渡所得等に
係る税率が20％本則税率となることを踏まえ、その前提の下、平成25年度税制
改正において、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算範囲の拡大を検
討する。
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第３ 農山漁村の活性化・環境対策の推進

１ 再生可能エネルギー対策、森林吸収源対策等を推進するための税財源の確保

温室効果ガスの削減に係る国際約束の達成等を図る観点から、森林吸収源対
策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう、平成25年以降の地球温暖化対策
の国内対策の策定に向けて検討する中で、国全体としての財源確保を引き続き
検討する。

２ 再生可能エネルギー発電施設（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）に
ついて、課税標準を最初の３年間１／３控除とする措置を２年間講ずる。（固
定資産税）

【経産省等３省庁共管】

３ 試験研究を行った場合の税額の特別控除（増加型又は高水準型）の適用期限
を２年延長する。（所得税・法人税）

【経産省等７省庁共管】

４ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業
再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減（資本金の増加 1,000分の7→
1,000分の3.5 等）について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期
限を２年延長する。（登録免許税）
(1) 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記

1,000分の5（現行1,000分の3.5）
(2) 分割による法人の設立等の場合における次の登記

① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の４（現行1,000分の２）
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23（現行1,000分の12）

【経産省共管】

第４ 森林・林業施策の推進

１ 林業経営の継続を確保するための納税猶予制度を創設する。（森林経営計画
に従って施業及び路網整備を行う山林に係る課税価格の80％に対応する相続
税の納税を猶予）（相続税）

【検討事項】
山林に係る相続税・贈与税については、新たに創設される相続税の納税猶予

制度の執行及び適用の状況、施業の集約化・路網整備の徹底という政策目的の
達成状況等を踏まえ、課税価格の特例制度や贈与税の納税猶予制度等の必要性
について検討を行う。

２ 再生可能エネルギー対策、森林吸収源対策等を推進するための税財源の確保
（再掲）

温室効果ガスの削減に係る国際約束の達成等を図る観点から、森林吸収源対
策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう、平成25年以降の地球温暖化対策
の国内対策の策定に向けて検討する中で、国全体としての財源確保を引き続き
検討する。
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３ 山林所得に係る森林計画特別控除（20％）について、次の見直しを行った
上、その適用期限を３年延長する。（所得税）
(1) 森林法の改正に伴い、本特例の対象者を同法に規定する森林経営計画の

認定を受けた者とする。
(2) 山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000万円を超える者の3,000

万円を超える部分の控除率を10％（現行：一律20％）に引き下げる。
(注) 改正前の森林法に規定する森林施業計画の認定を受けた者についての

所要の経過措置を講ずる。

４ 農林漁業者等の軽油引取税の課税免除の特例（１KL当たり32,100円免除）の
適用期限を３年延長する。（軽油引取税）（再掲）

５ 石油石炭税の上乗せ税率についての農林漁業用Ａ重油及び農林漁業用の軽油
の免税・還付措置を設ける。（石油石炭税）（再掲）

６ 「森林施業計画」の名称を「森林経営計画」に改める森林法の一部改正に伴
う所要の措置を行う。（複数税目）

第５ 水産施策の推進

１ 農林漁業者等の軽油引取税の課税免除の特例（１KL当たり32,100円免除）の
適用期限を３年延長する。（軽油引取税）（再掲）

２ 農林漁業用輸入Ａ重油の免税措置及び同国産Ａ重油の還付措置（１KL当たり
2,040円）の適用期限を２年延長する。（石油石炭税）（再掲）

３ 石油石炭税の上乗せ税率についての農林漁業用Ａ重油及び農林漁業用の軽油
の免税・還付措置を設ける。（石油石炭税）（再掲）

〔期限の到来等をもって廃止となるもの〕

１ 旧自作農創設特別措置法等の規定に基づく売渡し等に係る土地の所有権の移
転登記等の非課税措置（登録免許税）

２ 廃棄物再生処理設備（食品循環資源再生処理装置）の固定資産税の課税標準
の特例措置（３年間、１／５控除）（固定資産税）


